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第１章  総則 

第１節 計画の目的 

あきる野市では、富士山が大規模噴火した場合、市内で１０cm 程度の降灰が予想され、降灰による

健康被害や事故等が懸念される。このため、あきる野市地域防災計画（火山編）（以下、「本計画」とい

う。）では、富士山等の噴火による降灰を想定し、これに対処するための対策を推進することを目的とす

る。 

本計画の推進においては、第２次あきる野市総合計画に位置付けられた施策とＳＤＧｓとの関連性を

踏まえ、持続可能な災害への強靱性を確保し、そして誰一人取り残さない、総合的な対策の実施に向け

取り組むこととする。 

 

 

第２節 富士山の現況等 

 

１ 富士山の概要 

富士山は、我が国に１１１存在する活火山の一つで、フィリピン海プレート、北米プレート及びユーラ

シアプレートが接する地域に、静岡県及び山梨県の二県にまたがって位置しており、富士火山帯に属す

る玄武岩質の成層火山である。 

標高は３，７７６ｍで我が国の最高峰であり、山体の体積は約５００㎦で我が国の陸域で最大の

火山である。 

山腹斜面の勾配は、標高１，０００ｍ以下では１０度未満と緩いが、標高が高くなるに従い傾斜は

急になり、山頂近くでは４０度近くとなっている。 

富士山山頂火口からあきる野市までの距離は、秋川駅まで約６５㎞であるが、最も近い八王子市及

び檜原村との市境まで約５４km、武蔵五日市駅まで約６１㎞、最も遠い羽村市との市境まで約６８㎞

となっている。 
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２ 噴火による被害想定 

（１）被害想定 

本計画では、国が設置した富士山ハザードマップ検討委員会が、平成１６年６月に公表し

た「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」に示された被害想定を計画の基礎とする。 

あきる野市は、富士山山頂火口から距離があるため、溶岩流、火砕流等の被害を受けるこ

とはなく、広範囲な降灰に起因する被害が想定される。 

なお、実際の降灰範囲は、噴火のタイプ、火口の出現位置、噴火規模、噴火の季節等の様々

な条件によって変化する。 

噴火の規模及び被害の概要は次のとおり。 

 

内容 

噴火の規模等 

規模 宝永噴火と同程度 

継続期間 16日間 

時期 ①梅雨期 ②その他の時期 

被害の原因 降灰 

被害の範囲 市内全域 

被害の程度 10cm程度 

被害の概要 

降灰に伴うもの 
健康障害、建物被害、交通・ライフライン 

・農林水産業・商工業・観光業への影響 

降灰後の降雨等

に伴うもの 
洪水、泥流及び土石流に伴う人的・物的被害 

 

（２）降灰予想図(降灰の影響がおよぶ可能性の高い範囲) 

（参考）富士山火山広域防災対策基本方針より作成  
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第２章  災害予防計画 

第１節 各防災機関の予防業務及び役割 

 

１ 目的 

富士山噴火に伴う降灰による被害は、都市においては、少量の火山灰であっても、社会的影響が大き

い。本章では、降灰の影響をあらかじめ予測し、災害の発生をできるだけ軽減するために、火山災害の

特性を踏まえて災害予防計画を策定する。 

予防計画の実行に当っては、各防災機関等との連携のみならず、地域に根ざしたボランティア等の市

民団体、自主防災組織、あるいは、それらの相互の連携・支援を通して、個人と組織、団体と団体等のつ

ながりを育成・強化し、地域全体で火山災害に取り組むといった地域体制を組み立て、それを維持して

いくことが重要であるため、これらの進め方について検討していく。 

 

２ 予防業務 

市及び防災関係機関の降灰被害に関する予防業務は、次のとおりである。 

 

機関名 予防業務 

市 

各防災機関等 

◯ 災害対策本部体制の整備に関すること。 

◯ 防災情報の収集体制の整備に関すること。 

◯ 防災訓練に関すること。 

◯ 避難体制の整備に関すること。 
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第２節 訓練及び防災知識の普及 

市に一度降灰があると、大きな混乱が予想される。このため、火山活動に常時対応できるよう、市及び

防災機関は、防災知識の周知徹底を図るとともに、防災訓練を実施し、災害時に応急活動が円滑に行

えるよう努める。 

また、防災知識の普及及び訓練を実施する際に、被災時のニーズの違い等男女双方、多様な性の在

り方の視点等に配慮するとともに、自主防災組織の育成及び強化を図る際には女性参画の促進に努め

る。 

 

１ 防災訓練の充実 

市は、その地域における第一次防災機関として、防災活動の円滑を期するため、防災訓練に必要な組

織及び実施方法に関して検討し、平常時からあらゆる機会を捉え、訓練実施に努める。 

 

２ 防災知識の普及 

市及び秋川消防署は、防火管理及び防災管理指導を通じて、日頃から地域住民、各事業者及び学

校の児童・生徒を対象にそれぞれに適した方法により、火山に関する知識の普及活動を行う。 

各防災機関が行う広報内容の基準は、次のとおりとする。 

（１）噴火警報、噴火警戒レベル等についての普及啓発 

（２）各防災機関の火山対策 

（３）火山活動の異常現象時の対応措置 

（４）噴火時の対応措置 

（５）降灰等に対する農作物の処置 
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第３節 市民等の防災行動力の向上 

 

１ 災害に強い社会づくり 

市民及び事業者等は、「自らの生命は自らが守る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを防災の

基本として、災害に対する不断の備えを進めるとともに、行政、事業者、市民、ボランティア団体等との相

互連携及び相互支援を強め、災害時に助け合う地域連携の確立に協力する。 

 

（１）市民等の役割 

ア 日頃から報道機関、都、市等を通じて、気象庁が発表する火山の噴火警報、噴火予報、

降灰予報等を理解しておく。 

イ 自分の住む地域の降灰の予測状況を把握しておく。 

ウ マスク、目を守るゴーグル、水、食料、衣料品、携帯ラジオ等の非常持出用品の準備を

しておく。 

エ 降灰を屋内に浸入させないための対策及び家族の役割分担をあらかじめ決めておく。 

オ 降灰が心配される場合は、都又は国がインターネット、携帯電話等で配信する降灰注意

報等の情報を確認する。 

カ 地域で行われる防災訓練及び防災事業に積極的に参加する。 

キ 町内会・自治会等が行う地域の相互協力体制の構築に協力する。 

ク 降灰が雨水等の流れをせき止めないように、地域ぐるみで側溝の詰まり等を取り除く等

の対策を協力して行う。 

ケ 要配慮者がいる家庭では、事前に自主防災組織、消防署、交番等に情報を提供しておく。 

 

（２）自主防災組織等の強化 

ア 自主防災組織等の役割 

地域組織及び市民が自主的に結成した自主防災組織の役割やとるべき措置は、次のとお

りである。 

（ア）降灰被害に関する知識の普及、避難時の注意事項の周知等の徹底 

（イ）情報伝達、避難等の各種訓練の実施 

（ウ）非常食の備蓄 

（エ）地域内の危険箇所を点検及び把握し、地域住民に周知 

（オ）地域内の要配慮者及び避難行動要支援者の把握並びに降灰被害発生時の支援体制の整

備 

（カ）地域内の企業及び事業者との連携体制及び協力体制の整備 

（キ）行政との連携体制及び協力体制の整備 

 

イ 自主防災組織の充実 

（ア）自主防災組織の結成促進 

市は、市民への積極的な指導及び助言により、自主防災組織の組織化を進める。 

（イ）自主防災組織の活動環境の整備 
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市は、活動用資器材の整備を進めていく。 

（ウ）自主防災組織の訓練用資器材整備 

市は、都と連携し、自主防災組織等が行う各種訓練の一層の充実を図るため、訓練の

技術指導、実技体験訓練等を行う上で必要な訓練用資器材を整備していく。 

（エ）自主防災組織への支援 

市は、都、秋川消防署等と連携し、リーダー育成講習会、防災講習会、各種防災訓練の

技術指導等に係る支援を行う。 

 

（３）事業者防災体制の強化 

ア 事業者の役割 

事業者は、その社会的責任を果たすため、自らの組織力を活用して次のような対策を図

っておくことが必要である。 

社屋内外の安全確保、防災資機材、食料等の備蓄等、従業員及び来客の安全確保に努め

る。 

事業活動を維持することが、被災地内外の社会経済の安定や早期復旧につながる。その

ため防災計画、事業継続計画（ＢＣＰ）、非常用マニュアル等の整備等、事業活動の中断を

最小限にとどめるための対策等を事前に準備するとともに、これらの計画について、点検

及び見直しの実施に努める。 

事業者の持つ資源及び特性を生かし、組織力を活用した地域活動への参加、防災ボラン

ティア、自主防災組織等との協力など地域社会の安全性の向上に努める。 

 

イ 事業者の自衛消防隊の活動能力の充実及び強化 

事業者は、降灰被害を想定した自衛消防隊の活動能力の充実及び強化を図る。 

（ア）自衛消防活動中核要員の配置義務のある事業者 

ホテル、旅館、百貨店等の多数の収容人員を有する一定規模以上の事業者は、火災予

防条例（昭和３７年東京都条例第６５号）第５５条の５により、自衛消防技術認定証を

有する者を配置することが規定されており、この規定に基づく自衛消防活動中核要員の

活動が有効である。 

（イ）自衛消防組織の設置を要する事業者 

消防法（昭和３年法律第１８６号）第８条の２の５等により、自衛消防組織の設置、自

衛消防訓練の実施等が規定されており、これらの規定に基づき編成された自衛消防組織

の活動が有効である。 

（ウ）防火管理者の選任を要する事業者 

消防法第８条及び第８条の２等により、消防計画に基づく自衛消防隊の編成等が規定

されており、これらの規定に基づき編成された自衛消防隊の活動が有効である。 

（エ）防火管理者の選任を要しない事業者 

火災予防条例第５５条の４により、自衛消防活動の編成等が規定されており、この規

定に基づき編成された自衛消防隊の活動が有効である。 
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（４）行政、事業者、市民等の連携 

ア 相互に連携した社会づくり 

行政、事業者、市民、地域コミュニティ、ボランティア等が、平常時から相互に連携協

力しあうネットワークを形成し、降灰被害に強い地域社会を構築することが必要である。 

市及び防災関係機関は、相互に連携協力しあうネットワークを形成するため、次のよう

な対策を推進する。 

（ア）自治体間の相互支援体制の強化 

（イ）地域、事業者及び行政が連携していく意識の醸成 

 

イ 地域における防災連携体制の確立 

市及び関係防災機関は、地域ぐるみで次の対策を推進し、防災連携体制を確立する。 

（ア）連携・協力体制 

地域の自主防災組織、事業者、ボランティア等が相互に連携するための協議会の設置、

情報連絡体制の確保等の連携・協力体制の確立に努める。 

（イ）地域防災体制の強化 

町内会・自治会等の体制強化をはじめとした地域コミュニティの活性化を図り、地域

の防災まちづくりへの積極的な参加等を促す。 

（ウ）総合防災訓練の充実 

地域住民及び地域の防災機関、自主防災組織、事業者、ボランティア等が合同で行う

防災訓練の充実を図っていく。 

 

ウ 地域における相互支援ネットワークづくりへの支援 

降灰被害時の助け合いを推進するためには、市民、町内会・自治会、自主防災組織、企

業、学校文化活動グループ、ボランティア等地域で活動している様々な団体等が連携し協

力することが必要である。 

市及び防災関係機関は、地域で相互に支援しあうネットワークの育成の促進について、

情報提供等の必要な施策を講じていく。 

 

エ 地域と事業者との連携強化 

都は、東京商工会議所、東京経営者協会等の協力により、防災について地域貢献の意志

のある事業者の紹介を受けたときは、市を介して、事業者と地域との連携が図られるよう

努める。 

地域と事業者との連携事例を広報誌、ホームページ等で紹介するなど連携強化を図る。 

 

２ ボランティア等との連携 

震災編第２部第２章【予防対策】第５節「ボランティアとの連携」を準用する。 
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３ 要配慮者の安全確保 

要配慮者の安全確保については、震災編第２部第９章【予防対策】第１節「避難体制の整備（避難

行動要支援者の支援対策を含む）」を準用する。 
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第３章  災害応急・復旧対策計画 

第１節 応急活動体制 

本節では、富士山の噴火により、降灰による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合における、

市がとるべき活動体制について定める。 

 

１ 市の活動体制 

市は、降灰による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、第一次の防災機関とし

て、あきる野市地域防災計画の定めるところにより、都、他の区市町村、指定地方行政機関、区域内の

公共的団体、市民等の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

市の活動体制については、震災編第２部第１章第３節「初動態勢」を準用する。 

 

２ 防災機関の活動体制 

（１）責務 

火山災害による災害が発生した場合、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共

機関は、所管に係る災害応急対策を実施するとともに、市が実施する応急対策が円滑に行わ

れるよう、その業務について協力する。 

 

（２）活動体制 

指定地方行政機関等は、上記の責務を遂行するため必要な組織を整備するとともに、災害

応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定める。 

 

 

第２節 情報の収集及び伝達 

降灰による被害時において、円滑な応急対策活動を実施するためには、各防災機関の緊密な連携の

下、降灰による被害に関する情報を的確かつ迅速に把握することが必要である。 

本節では、降灰情報の伝達及び降灰による被害発生時における各防災機関の情報連絡体制、被害

状況の把握、火山災害時の広報等について定める。 

 

１ 火山（降灰）情報 

都内の降灰の状況は、以下の経路を通じて気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターに集約

される。市は、降灰状況を都へ連絡する。 
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〈降灰の情報連絡〉 

 

 

 

 

 

 

降灰調査項目は、以下のとおりとする。 

【調査項目】 

（１）降灰の有無及び堆積の状況 

（２）時刻及び降灰の強さ 

（３）構成粒子の大きさ 

（４）構成粒子の種類、特徴等 

（５）堆積物の採取 

（６）写真撮影 

（７）降灰量及び降灰の厚さ  ※ (可能な場合) 

 

〈降灰の強さ(火山観測指針、気象庁(1999)を一部改変)〉 

階級 解説 

1 降っているのがようやくわかる程度 

2 降っているのが明確にわかり、10～20分で地上を薄く覆う程度 

3 降灰のため山は見えず、10～20分で厚さ１mm以上積もる程度 

 

都及び各県が収集した降灰の情報は、気象庁地震火山部火山課火山監視・警報センターで取りまと

め、「富士山の火山活動解説資料」として公表される。 

解説資料は、都、市及び関係防災機関に伝達される。 

火山現象及びこれに密接に関連する現象についての観測成果並びにこれに関する状況について、次

により速やかに情報の伝達を行う。  

関係機関 

気象庁地震火山部

火山課火山監視・

警報センター 

あきる野市 

都 

(総合防災部) 
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機関名 内容 

市 

◯ 降灰に関する重要な情報について、気象庁及び関係機関から通報を受け

たとき、又は自ら知ったときは、直ちに管内の公共的団体、重要な施設の

管理者、市民の自主防災組織等に通報するとともに、警察機関等の協力を

得て市民に周知する。 

都 

◯ 都各局は、都総務局から受けた火山活動に関する情報を直ちに関係する所

属機関等に通報する。 

◯ 当該火山活動地域に所在する事業所は、収集した情報を各局に通報する。 

警視庁 

（五日市警察署、

福生警察署） 

◯ 警視庁は、気象庁との連絡を密にし、火山情報の収集に努める。 

◯ 警視庁は、火山活動に関する重要な情報について、気象庁、都総務局、

その他関係機関から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに

地元警察署、駐在所等を通じて、市民に周知する。 

東京消防庁 

（秋川消防署） 

◯ 火山活動に関する重要な情報について、都本部等から通報を受けたとき、

又は自ら知ったときは、直ちに消防署等に一斉通報し、各消防署等は、市民

に周知する。 

◯ 降灰等に関する重要な情報について各消防署等から報告を求め、これを都

本部等に通報する。 

 

２ 降灰予報 

気象庁は平成２０年より降灰予報の発表を開始した。 

平成２７年３月に降灰量の予測を含めた降灰予報を開始し、噴火後に、どこに、どれだけの量の火

山灰が降るかについて、詳細な情報が発表される。 

また、活動が活発化している火山では、噴火が発生した場合、降灰の範囲を事前情報として発表され

るとともに、噴火直後には、風に流される小さな噴石が降る範囲についても速報が出る。 

気象庁からは、以下の３種類の降灰予報が提供される。 

 

（１）降灰予報(定時） 

ア 噴火警報発表中の火山で、予想される噴火により市民等に影響を及ぼす降灰のおそれが

ある場合に発表 

イ 噴火の発生にかかわらず、一定規模の噴火を仮定して定期的に発表 

ウ １８時間先（３時間ごと）までに噴火した場合に予想される降灰範囲及び小さな噴石の

落下範囲を提供 

 

（２）降灰予報(速報） 

ア 噴火が発生した火山に対して、直ちに発表 

イ 発生した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、噴火

発生から１時間以内に予想される降灰量分布及び小さな噴石の落下範囲を提供 
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（３）降灰予報(詳細） 

ア 噴火が発生した火山に対して、より精度の高い降灰量の予報を行い発表 

イ 降灰予測の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予想される場合に噴火後２０～３０

分程度で発表 

ウ 噴火発生から６時間先まで(１時間ごと）に予想される降灰量分布及び降灰開始時刻を、

市区町村を明示して提供 

 

〈降灰量階級及び降灰の厚さ〉 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 1mm以上 

やや多量 0.1mm以上1mm未満 

少量 0.1mm未満 
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３ 情報連絡体制 

富士山の噴火等による火山災害が発生したときは、円滑な応急対策を実施するため、次のとおり速や

かに連絡態勢をとり、迅速かつ的確な情報の収集にあたる。 

 

（１）連絡系統 

富士山噴火降灰対策における情報連絡の流れは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

消

防

団 

あ き る 野 市 

消

防

署 

市

民 
警

察

署 

都 

警 視 庁 

東 京 消 防 庁 

自 衛 隊 

総 務 省 

気 象 庁 

指定地方行政機関 

指 定 公共 機関 

指定地方公共機関 

そ の 他 

中 央 防災 会議 

（ 内 閣 府 ） 

凡   例  

有線 

又は

口頭 

無線 



第３章 災害応急・復旧対策計画 

第２節 情報の収集及び伝達 

14 

（２）通信連絡体制 

 

機関名 内容 

市 

◯ 市は、都防災行政無線等を活用して、都と情報連絡を行う。 

◯ 市は、保有する防災行政無線やその他の手段を活用し、市の各機関、

都、管内の公共的団体及びその他重要な施設の管理者との間に連絡系統

を整備し、災害時の情報連絡態勢を確保する。 

◯ 災害に関する情報の収集及び伝達を円滑に処理するため、管内の警察

署等の協力を確保する。 

◯ 緊急を要する通信を確保し、又は有線通信の途絶に対処するため、非

常（緊急)通話若しくは非常（緊急)電報及び非常無線通信を活用するよ

う、NTT及び各施設管理者の協力を確保する。 

◯ 市は、災害発生とともに、いつでも関係防災機関と通信連絡が行えるよう、

必要な連絡態勢を確保する。 

都総務局 

◯ 都防災行政無線を基幹として、都各局保有の無線、有線電気通信設備の利

用、電気通信設備の優先利用、非常無線通信の利用等各種の通信連絡手段

の活用により都各部局、警察等各防災機関と情報連絡を行う。 

◯ 気象庁からの通報に基づき、必要に応じ、連絡態勢を確保する。 

警視庁 

（五日市警察署、

福生警察署） 

◯ 無線、警察電話、防災行政無線等により、各方面本部、警察署及び各防

災関係機関と情報連絡を行う。 

東京消防庁 

（秋川消防署） 

◯ 消防無線、消防電話及び各種の通信連絡手段を活用し、各消防方面本

部、管下消防署、消防団及び各防災機関と情報連絡を行う。 

 

４ 被害状況等の調査報告 

被害状況の迅速、的確な把握は、災害対策要員の動員、応援要請、資機材の調達等、あらゆる災害

応急対策の基本となる重要な事項である。 

市をはじめ防災関係機関は、降灰による被害の発生に際して、速やかに、管内又は所管業務に関す

る被害状況等を迅速、的確に把握し、あらかじめ定められた伝達系統により、都等に報告する。 
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各機関における報告内容については、次のとおりとする。 

 

機関名 内容 

市 

◯ 市は、火山活動による災害が発生したときから当該災害に関する応急

対策が完了するまで、被害状況及び災害活動状況を、都に報告する。 

◯ なお、家屋の倒壊及び火災が多発する災害が発生した場合並びに災害

対策基本法第53条に基づく被害状況を都に報告できない場合には、国（総

務省消防庁）に報告する。 

都 

◯ 都総務局は、市、都関係局、警視庁及び関係防災機関からの報告に基

づき、被害状況及び災害活動状況を取りまとめ、消防組織法（昭和22年

法律第226号）第40条及び災害対策基本法第53条に基づき国総務省消防庁

に報告するほか、他関係防災機関等に被害状況等を通報する。 

警視庁 

（五日市警察署、

福生警察署） 

◯ 各方面本部及び警察署からの報告を集約し、都に通報するとともに、

関係機関と情報交換を図る。 

◯ なお、主な情報収集事項は、次のとおりとする。 

１ 被害状況、治安状況、救助及び部隊活動の状況 

２ 交通機関の運行状況及び交通規制の状況 

３ 犯罪の防止に関する事項 

４ その他必要な事項 

東京消防庁 

（秋川消防署） 

◯ 各消防署管内の被害状況、各消防署及び消防団が行っている消防活動の

状況等について情報を収集し、都本部に報告する。 

◯ 主な情報収集事項は、各地の積灰量、災害発生状況及び活動の状況、救急

救助発生状況及び活動の状況、避難の必要の有無及び医療機関受入体制、

その他消防活動上必要ある事項とする。 

◯ また、東京消防庁は、発電施設及び車両等の給油施設等の石油類の危

険物施設を有する事業者より、当該危険物施設の被害状況等を把握する

とともに、災害規模等により必要に応じて技術職員を派遣し、危険物施

設について次の事項を調査する。 

１ 被害状況 

２ 火災、危険物流出等二次災害発生危険の有無 

３ 点検及び応急措置の実施状況 

４ 施設再開時の点検及び改修状況 

防災関係機関 
◯ 自己の施設等に降灰の影響がないかを調査し、被害がある場合は、都

本部に報告を行う。 
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５ 災害時の広報 

災害時の広報は、以下のとおりとする。 

 

機関名 内容 

市 

◯ 市は、その区域内に火山活動にかかる災害が発生し、又は発生するお

それがあるときは、直ちに、都、警察署及びその他関係機関と密接な連

携の下、必要な広報を行う。 

１ 火山噴火時の広報 

（１）噴火の規模及び状況 

（２）避難場所の所在地 

（３）避難誘導路の周知 

（４）その他必要な事項 

２ 被災者に対する広報 

（１）被害情報 

（２）食料及び物資の配給状況 

（３）医療機関の診療状況 

（４）デマ情報の防止 

（５）通信及び交通機関の復旧状況 

（６）その他必要な事項 

都 

◯ 都本部は、市から広報に関する応援要請を受けたとき、又はその他の

状況により必要と認めるときは、都政策企画局その他の関係機関に対し、

放送要請手続きをとるよう指示するなど、必要な指示又は要請を行う。 

警視庁 

（五日市警察署、

福生警察署） 

◯ 災害発生時には、各方面本部及び警察署からの報告に基づき、関係機

関と協力し、次の事項に重点をおいて、適時活発な広報活動を実施する。 

１ 火山の活動状況 

２ 被害状況、治安状況、救助活動及び警備活動の状況 

３ 交通規制の状況 

４ 犯罪の防止に関する事項 

５ その他必要な事項 

東京消防庁 

１ 火山活動においては、消防方面本部、消防署から災害に関する情報を

収集及び分析し、関係機関と協力し、次の事項に重点をおいて、積極的

な広報活動を実施する。 

（１）出火防止対策 

（２）降灰による健康被害防止 

（３）噴火警戒レベルに応じた安全情報の提供 

（４）その他必要な事項 

２ 広報は、報道機関の活用をはじめ、消防車両による巡回広報、印刷物

の配布、ホームページ及びSNSを活用して行う。 

気象庁 
気象庁は、火山活動を監視し、噴火警報等の発表のほか、適時適切な情報

提供に努める。 
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第３節 応援協力・派遣要請 

降灰により被害を受け又は受けるおそれがある場合、各防災機関及び市民は協力して災害の拡大を

防止するとともに、被災者の救援及び救護に務め、被害の発生を最小限にとどめる必要がある。 

本節では、これら各防災機関等の行う応援協力及び自衛隊災害派遣計画について、必要な事項を定

める。 

 

１ 相互協力 

相互協力については、震災編第２部第５章【応急対策】第２節「応援協力・派遣要請」を準用する。 

 

２ 派遣要請 

降灰による被害が発生し、人命又は財産の保護のため必要であると認めた場合は、自衛隊に対し、災

害派遣を要請するものとする。なお、要請手続き等については震災編第２部第５章【応急対策】第２節

「応援協力・派遣要請」を準用する。 

 
 

第４節 警備・交通規制 

降灰による被害発生時には、様々な社会的混乱や交通の混乱等の発生が予想される。このため、市

民の生命、身体及び財産の保護を図るため、速やかに各種の犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持そ

の他公共の安全と秩序を維持し、治安の維持の万全を期することが必要である。 

本節では、これらの警備、交通規制等についての施策を定める。 

 

１ 警備 

市長が警視庁へ災害応急措置の必要により警察官の出動を求めた場合、警視庁は、避難誘導、人命

救助等の警備活動に支障のない限り警備部隊を応援出動させる。 

なお、要請がない場合においても、事態が急を要するときは積極的に災害応急活動を実施する。 

また、市の緊急通行車両については、優先通行等の便宜を供与し、災害対策活動が迅速に行えるよ

う努める。 

さらに、被災者等に対する救助業務については、災害の初期において可能な限りこれに協力すること

とし、状況に応じて逐次警察本来の活動に移行する。 

 

２ 交通規制 

降灰時には、視界不良による衝突事故やスリップ事故等が急増することが予想されることから、適切

な交通規制を実施することが必要である。 

市が被災した場合、警察署長は、道路交通法第５条第１項に基づき、被災地及びその周辺道路にお

ける危険防止、交通の安全及び円滑を図るため、通行禁止、一方通行等の交通規制を実施する。 
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第５節 避難等 

本節では、降灰による避難等について、必要な事項を定める。 

 

１ 避難所の開設 

避難所の開設については、震災編第２部第９章【応急対策】第２節「避難所の開設・運営」を準用す

る。 

 

２ 衛生管理 

衛生管理については、震災編第２部第７章【応急対策】第３節「保健衛生」を準用する。 

 

３ 要配慮者の安全確保 

要配慮者の安全確保については、震災編第２部第９章【応急対策】第１節「避難誘導」を準用する。 

 

４ 防疫 

防疫については、震災編第２部第７章【復旧対策】第１節「防疫体制の確立」を準用する。 

 

５ 動物救護 

動物救護については、震災編第２部第９章【応急対策】第２節「避難所の開設・運営」を準用する。 
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第６節 救援・救護 

本節では、降灰による被害発生後の被災者に対する救助及び医療救護について定める。 

 

１ 救助・救急 

救助・救急については、以下のとおりとする。 

機関名 内容 

市 

◯ 市長は、救助・救急業務の実施に当たり、関係機関と情報の交換その

他緊密な連携を図る。 

◯ 市長は、被害その他の状況により、必要があると認めたときは、都本

部及び関係機関に対し、応援を要請する。 

◯ 災害事故現場における救助・救急活動の内容は、次のとおりである。 

１ 傷病者の救出作業 

２ 傷病者に対する応急措置 

３ 傷病者の担架搬送及び輸送 

４ 緊急医療品、資機材、医療班(医師及び看護師)等の緊急輸送 

５ 救護所等より常設医療機関への輸送 

６ 重症者等の緊急避難、輸送 

◯ 救助・救急の実施要領は、次のとおりである。 

１ 障害物のため自力で脱出できない傷病者について、各種救助用資機材

と人員を活用し、その危難を排除し生命身体の安全を確保する。 

２ 傷病者に対して止血、鎮痛処置、創症部位の保護、気道の確保、呼吸

の維持、人工呼吸等の応急処置を実施する。 

３ 救出された傷病者及び応急処置を施した傷病者を担架隊による救護

所への搬送を行う。 

◯ 消防職員、団員は警察官と相互に連絡及び協力し、又市民の協力を得

て被災者の救出に努める。 

◯ 市長は、必要に応じ、職員による救出班を編成し救出活動にあたる。 

警視庁 

（五日市警察署、

福生警察署） 

◯ 救出救助は、他の活動に優先して行う。 

◯ 救出した負傷者は、応急措置を施した後、現場救護所又は医療機関に

引き継ぐ。 

◯ 救出救助活動は、保有する資機材を有効に活用する。 

◯ 関係機関と積極的に協力し、負傷者等の救出救助の万全を期する。 

東京消防庁 

（秋川消防署） 

◯ 災害に対応した救助・救急資機材等を活用して、消防団等と連携し、

組織的な人命救助・救急活動を行う。 

◯ 救助・救急活動に当たっては、行政機関、医療機関、東京 DMAT等と連携

し、救急資機材を有効に活用して、傷病者の救護にあたる。 

◯ 傷病者を適応する医療機関へ迅速に搬送する。 

 

２ 医療救護 

医療救護については、必要に応じて震災編第２部第７章【応急対策】を準用する。  
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第７節 交通機関の応急・復旧対策 

 

１ 道路 

降灰により、道路、その他の道路施設が被害を受けた場合、道路管理者は、速やかに被害を調査し、

関係機関に周知するとともに、速やかに復旧を図る。 

 

２ 鉄道 

降灰により、鉄軌道、踏切、その他の鉄道施設が被害を受けた場合、鉄道管理者は、速やかに被害を

調査し、関係機関に周知するとともに、速やかに復旧を図る。 

 

 

第８節 ライフライン等の応急・復旧対策 

電気、水道、電話等の施設は、日常生活の基幹を成すものであり、これらの施設が被災した場合、そ

の影響は極めて大きい。このため、これらの施設においてそれぞれの活動体制を確立し、応急対策活動

を迅速に実施しなければならない。 

本節においては、これらの施設の応急・復旧対策について定める。 

 

１ 電気施設 

電気施設の応急・復旧対策については、震災編第２部第４章【応急対策】第６節「電気・ガス・通信等」

を準用する。 

 

２ 水道施設（都水道局） 

水道施設の応急・復旧対策については、震災編第２部第４章【応急対策】第４節「水道」を準用する。

なお、以下の点に留意する。 

（１）貯水施設は、原水の濁度上昇に対処するため、凝集剤等を使用し、濁度の低減を図る。 

（２）浄水施設は、原水の濁度上昇による処理能力の低下、沈でん汚泥の堆積、ろ過閉塞等の水

処理への不具合が生じないよう薬品の適切注入、沈でん池清掃、ろ過池洗浄等の措置を速や

かに行う。 

（３）浄水場の処理能力低下など被害が発生した場合は、他の比較的被害が少ない浄水場を活用

し、水配系統の連携で対応する。 
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３ 下水道施設 

下水道施設の応急・復旧対策については、震災編第２部第４章【応急対策】第５節「下水道」を準用

する。なお、降灰時においては、汚水及び雨水の流下に支障のないように必要な措置を講じ、以下の点

に留意する。 

（１）管きょ内に降灰が流入し、つまりが生じた場合は、管きょ内清掃等必要な措置を講ずる。 

（２）水再生センター・ポンプ所に降灰が流入し、施設の機能低下を防止するため、施設を点検

し、異常が確認された場合は、必要な措置を講ずる。 

 

４ 電話施設等 

電話施設等の応急・復旧対策については、震災編第２部第４章【応急対策】第６節「電気・ガス・通信

等」を準用する。 

 

 

第９節 宅地等の降灰対策 

本節においては、宅地等の降灰、農水産施設等について必要な事項を定める。 

 

１ 宅地等の降灰除去 

火山噴火によって降灰が長期間続いた場合は、宅地、公園等に大きな被害を与え、ひいては地域の

経済活動及び市民の社会生活に著しい障害をもたらし、地域の活力を失うこととなる。 

このため、降灰によって被害が発生した場合は、早急な復旧対策を行い地域の活力を取り戻す必要

がある。 

そのため、各関係機関は、平時から緊密な情報交換を行う必要がある。 

宅地に降った火山灰は、所有者又は管理者が対応することが原則である。しかし、一般の市民では対

応が困難な対策については、市が対応する。 

各機関の対応は、次のとおりである。 
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機関名 内容 

市 

◯ 宅地の降灰について、以下の対策を行う。 

１ 降灰予報及びその他火山情報の把握 

２ 宅地の降灰運搬 

３ 収集した降灰の処分  

４ 測定 

５ 被害額の算定及び報告 

東京都 

都市整備局 

◯ 降灰予報及びその他火山情報火山情報の把握、測定手法、被害額の

算定等について指導を行うとともに、国に対して被害状況、被害額等

の報告及び進達を行う。 

国土交通省 

都市・地域整備局 

◯ 都、市からの降灰による宅地、公園等の被害状況等の報告に基づいて、

復旧対策の助成措置等を講ずる。 

 

２ 農業施設 

火山活動が活発化し、大噴火を起した場合、降灰により、農作物、温室、パイプハウス等の施設に被

害を及ぼすおそれがある。 

農作物に対する少量の降灰は、払い落とし、土壌の中和を図る等当面の対策を取る一方、降灰に強

い代替作物の選定、土壌の改良が長期的には必要となる。 

各機関の対応は、次のとおりである。 

 

機関名 内容 

市 

◯ 降灰予報及びその他火山情報に注意し、状況に応じた指導 

◯ 土壌改良の指導及び代替作物の選定 

◯ 除灰作業の指導 

◯ 農協との連絡 

農林水産省 

関東農政局 

◯ 降灰による農作物等の被害に対して、各種技術対策（土壌、農作物、

施設等）を指導するとともに、被害の状況を把握し、農林水産本省と

情報共有を図り、必要な措置を講ずる。 

 

 

第１０節  火山灰の収集及び処分 

 

１ 火山灰の収集・運搬 

火山灰は廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当せず、法的には土砂として取り扱われることから、そ

の収集は原則として土地所有者又は管理者が行うものとする。 

火山灰の運搬は、一般廃棄物とは別に行い、飛散しないように努めるものとする。 

宅地等に降った火山灰について、市は収集場所を指定し、収集場所から処分先への運搬は市が行う

ものとする。 

宅地以外に降った火山灰の収集及び運搬については、各施設管理者が行うものとする。  
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２ 火山灰の除去・処分 

火山灰は土砂として扱い、適正管理可能な処分場を国及び都と調整のうえ、埋め立て処分とする。 

市域に多量の降灰があった場合、収集した火山灰の集積場所の確保が課題となる。 

火山灰と災害廃棄物が混合することがないよう分別指導を徹底し、状況によって、国及び都と協議し、

処分方法を決定する。 

国が、平成２５年５月に公表した「大規模火山災害対策への提言」によると、「国は、都市に多量の火

山灰が堆積する時に、降灰除去機材の確保、優先的に除灰する道路や施設の選定、除灰作業への機材

や人員の投入などを施設管理者や関係機関と速やかに調整する仕組みを構築すべきである。」とされて

いる。 

また、「国、地方公共団体は、大規模な降灰に備えて火山灰処分場の確保や降灰除去機材の調達な

どを検討する火山防災協議会を超えるより広域な枠組みを検討すべきである。」とされている。 

 


